
 

 

歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について 

 

平成 21 年 8 月 5 日 

内閣総理大臣 
申合せ 

最高裁判所長官 

 

裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必

要な措置を講ずるため、国立公文書館法（平成 11年法律第 79号）第 15条第１

項に基づき、次のとおり定めることとし、平成 21年８月５日から実施する。 

１ 裁判所がその適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされている「歴

史資料として重要な公文書等」の中核となるものは、次のとおりとする。 

(1) 歴史資料として重要な判決書等の裁判文書 

(2) 次の事項が記録された司法行政文書 

ア 裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な、司法行政に係る重

要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定 

イ アの決定に至るまでの審議，検討又は協議の過程及びその決定に基づく

施策の遂行過程 

２ 「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置」とは、

裁判所から内閣総理大臣（独立行政法人国立公文書館）に対し、裁判所の保

管に係る歴史資料として重要な公文書等を移管することとする。 

 

 

 

 

【※参考：平成 25年度までの受入実績】 

類 型 具体例 冊数 

判決書等の裁判文書 民事判決原本（明治８年～昭和 30年） 4,812冊 

司法行政文書 

各種規則改正、各種諮問委員会・訴訟委員会等

資料、裁判官等事務打合資料、例規、予決算書

類、月報・研修資料、広報誌 等（昭和 22～平

成 24年） 

371冊 

※このほか、平成 22 年度までに国立大学法人等から移管された昭和戦前期までの裁判

文書（民事判決原本）が 36,624冊ある。 
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